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丸亀市第4次地域福祉計画・地域福祉活動計画の体系・骨子（案）重層的支援体制整備事業
アウトリーチ等を通じた
継続的支援事業
多機関協働事業
参加支援事業
地域づくりに向けた支援事業
包括的相談支援事業
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活動計画
	国の方針
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理念
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	基本
理念
	基本目標
	行動目標

	[bookmark: _Hlk201754763]みんながつながり、みんなで支え合い、誰もが安全に安心して暮らせるまち 丸亀
	１　みんなで支え合う
「しくみづくり」
	（１）誰一人取り残さない支援の体制をつくろう
	
社会福祉法の改正（令和３年４月１日施行）
第107条　（抜粋）
市町村は、地域福祉の推進に関する事項として次に掲げる事項を一体的に定める計画（以下「市町村地域福祉計画」という。）を策定するよう努めるものとする。
一　地域における高齢者の福祉、障害者の福祉、児童の福祉その他の福祉に関し、共通して取り組むべき事項
二　地域における福祉サービスの適切な利用の推進に関する事項
三　地域における社会福祉を目的とする事業の健全な発達に関する事項
四　地域福祉に関する活動への住民の参加の促進に関する事項
五　地域生活課題の解決に資する支援が包括的に提供される体制の整備に関する事項

重層的支援体制整備事業の創設
（令和３年４月１日施行）
・支援機関・地域の関係者が断らず受け止め、つながり続ける支援体制を構築することをコンセプトに、「属性を問わない相談支援」、「参加支援」、「地域づくりに向けた支援」の３つの支援を一体的に実施
	
香川県地域福祉支援計画
（計画期間令和６～11年度）
計画目標
～主体的に参画し　ともに支え合い　誰もがその人らしく安心して暮らせる地域共生社会の実現～

重点課題１
ともに支え合う地域づくり
（１）地域福祉活動への住民参加の促進
（２）多様な主体による活動の推進
（３）思いやり・支え合いのあるまちづくりの推進

重点課題２
福祉を担う人づくり
（１）地域における人づくりの推進
（２）福祉人材の養成・確保と資質向上

重点課題３
安心と自立を支える基盤づくり
（１）包括的な支援体制づくり
（２）利用者本位のサービス提供に向けた支援体制の充実
（３）福祉サービスを適切に利用できる環境づくり
	重層的支援体制整備事業

丸亀市総合計画後期基本
計画（2022～2025）
将来像
豊かで暮らしやすいまち　
丸亀

基本方針
Ⅰ心豊かな子どもが育つまち
Ⅱ安心して暮らせるまち
Ⅲ活力みなぎりまち
Ⅳ健康に暮らせるまち
Ⅴみんなでつくるまち

10の市長方針
①まち全体で子どもを育てる環境をつくる
②身近な公園や緑で笑顔あふれるまちをつくる
③中心市街地の活性化と多極連携によるまちをつくる
④安心で快適な暮らしの基盤をつくる
⑤農業や水産業の元気なまちをつくる
⑥わがまちの企業の魅力発信で働く世代が増えるまちをつくる
⑦人を敬い誰もがいつまでも幸せに暮らせるまちをつくる
⑧文化芸術や生涯学習の活動を支える基盤をつくる
⑨スポーツの力を生かしたまちをつくる
⑩広域連携等により持続可能な行財政運営を推進する
	
①分野を超えた連携の強化や相談支援における専門性の向上

②福祉サービスの質の向上及び利用者への適切なサービスの提供の支援

③地域活動等に参加していなかった人でも、参加できる環境づくりや、きっかけづくり

④福祉課題を抱える方を早期に把握し、予防的に対応するための連携体制の強化

⑤権利擁護の推進

⑥福祉に関する理解促進

⑦様々な学習の機会や交流の機会を通して、支え合う心を育む福祉教育の推進

⑧住民の意欲・能力や状況に応じて主体的な関わりを促進する取組

⑨福祉人材の確保・育成・定着に向けた支援

⑩平常時から地域の中のつながりがつくれるよう促し、防災訓練等、地域での防災活動を支援

⑪防犯、交通安全対策の地域ぐるみの取組強化

⑫移動が困難な人のための外出機会の創出や移動手段の充実など外出しやすい環境づくりを進めことが必要。

⑬様々な課題を抱える地域住民等に対して適切な支援が提供できる、属性や世代を問わず包括的に相談を受け止める体制強化

⑭社会とのつながりを作る参加支援、世代や属性を超えて交流できる場や居場所の確保に取り組む地域づくりに向けた支援

⑮地域において孤立している人を把握し、孤立させないための仕組み

	みんながつながり、みんなで支え合い、誰もが安全に安心して暮らせるまち 丸亀
	１　みんなつながる共感と交流の「地域づくり」重層的支援体制整備事業
アウトリーチ等を通じた
継続的支援事業え
重層的支援体制整備事業

	（１）地域でつながり支え合う関係を深めよう
（課題③、④、⑧、⑭）

	
	
	（２）地域でつながり支え合う関係を深めよう
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	（３）課題の深刻化を防ぐ体制をつくろう
	
	
	
	
	
	
	（２）地域での活動を活性化させよう
（課題③、⑧、⑩、⑪、⑭）

	
	
	（４）地域での自立を支えるしくみをつくろう


	
	
	
	
	
	
	
（３）多様な人が参加できるしくみをつくろう
（課題③、④、⑧、⑭）



	
	２　地域福祉を支える
「ひとづくり」
	（５）人権意識と福祉の心を育てよう
	
	
	
	
	
	２　　みんなで支えあう
　「ひとづくり」
	（４）人権意識と福祉の心を育てよう
（課題⑥、⑦）

	
	
	（６）地域福祉活動の担い手を増やそう
	
	
	
	
	
	
	（５）地域福祉活動の担い手を増やそう
（課題⑨）

	
	
	（７）担い手が活動しやすい環境をつくろう
	
	
	
	
	
	
	（６）福祉の専門職を育てよう
（課題⑤、⑨）

	
	３　地域で安全に安心して暮らせる 「まちづくり」
	（８）誰もが地域に出やすい環境をつくろう
	
	
	
	
	
	３　安心した暮らしを支える「しくみづくり」
	
（７）住民の困りごとに寄り添った支援の体制をつくろう（課題①、④、⑤、⑬、⑮）


再犯防止推進計画
再犯防止推進計画









	
	
	
	
	
	
	
	
	
	（８）質の高い福祉のサービスを提供しよう
（課題②、⑤）

	
	
	（９）地域における防犯・事故防止活動を広げよう
	
	
	
	
	
	
	（９）誰もが地域に出やすい環境をつくろう
（課題③、⑫）

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	（10）地域における防犯・事故防止活動を広げよう
（課題⑪）

	
	
	（10）災害に強い地域をつくろう
	
	
	
	
	
	
	（11）災害に強い地域をつくろう
（課題⑩）




